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１ 前回までの振返り
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１ 前回までの振返り

１－１ 取組の目的

佐賀駅を中核として

各拠点エリアをつなぐ

街の“南北軸”の強化

中央大通りの沿線エリアの

“将来像” ･ “土地利用方針”
を導き出す。

佐賀市のシンボルロード「中央大通り」の
賑わい創出に産学官民で連携して取り組む。

実現するための方策として

“民間投資喚起策（支援策）
を構築する。

沿線土地所有者のニーズ調査等を踏まえながら
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１ 前回までの振返り

１－２ 取組の体系

１．基礎調査
①中央大通り（沿線）の現況把握

②土地・建物所有者等の意向調査

③旧TOJIN茶屋の利用状況 等

２．ニーズ調査
①関係者ヒアリング

②アンケート（市民・来街者等）

③旧TOJIN茶屋跡地の市場調査 等

市民等による
ワークショップ 等

中央大通り再生会議
（自治会、商店街、民間事業者、商工団体、学識経験者、まちづくり団体等）

３．土地利用方針の立案

“導線”としての機能（連続性）を確保した

中央大通り（沿線）の将来像

土地利用方針

４．実現化方策の構築

旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の
活用方針

土地利用方針の
モデル事業として･･･

民間投資喚起策
（支援制度等）

活用方針に
基づく整備

［第１回］ R2.8.20 ［第４回］R3.11.19

［第２回］ R3.1.28 ［第５回］
～R4.2予定

［第３回］ R3.5.28 ［第６回］
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１ 前回までの振返り

１－３ 将来像（案）

1. こどもたちが自由に楽しく活動（遊び・学び）できる空間

2. こどもたちが家族とゆっくりと気軽に滞在できる空間

3. こどもたちが多世代との交流から多様性を学び育つ空間

4. こどもたちが大人になっても挑戦・活躍できる空間

5. こどもたちがいつまでも佐賀への誇りと愛着を忘れない空間

中央大通り（沿線）の将来像

こどもたち シンボルロード

佐賀の“次世代”の成長とともにある「中央大通り」
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１ 前回までの振返り

１－４ 土地利用方針（案）

エリア－Ａ 佐賀の豊かさを享受する街なかリーディングエリア
市民や来街者に佐賀の魅力を伝える ／ 佐賀や街なかの情報を伝達する
街なかや拠点エリアへ来街者を誘導する ／ 将来の夢（佐賀で働く）につなげる

【期待される機能】

情報発信機能
（サイネージなど）

オフィス機能
（多種多様な働く場）

人中心の交通手段
（シェアサイクルなど）

ワーカー向けの機能
（カフェ、小公園など）
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１ 前回までの振返り

１－４ 土地利用方針（案）

唐人町のルーツが活きる街なかリビングエリア
唐人町の歴史・街並み（青空・開放的）が活きる ／ 日常的に活動が生まれる
家族が楽しく快適に過ごせる ／ 小さな楽しみ（飲食、買い物など）が集まる

【期待される機能】

商機能
（飲食店、アパレルなど）

エリア－Ｂ

子育て支援機能
（遊戯室、育児支援など）

活動・チャレンジの場
（多目的スペース、コワーキングなど）

休憩機能
（広場・緑地、トイレなど）
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１ 前回までの振返り

１－４ 土地利用方針（案）

エリア－Ｃ 憩いと育みが共存する街なかネットワークエリア
市民や来街者が交流できる ／ 城内・松原エリアとの一体感がある
佐賀の歴史・文化を受け継ぐ人材を育成する ／ 拠点施設との連携を図る

【期待される機能】

憩い・交流の場
（公園など）

人材育成機能
（教育施設、学習スペースなど）

新たな拠点
（複合施設、拠点施設との連携など）

保育機能
（保育施設、児童館など）
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１ 前回までの振返り

☞別紙（Ａ４判）をご覧ください。
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１ 前回までの振返り

１－５ 旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活用方針［方向性］

［４つの方向性］

① 土地利用方針（エリア－Ｂ）の実現（モデル事業）

② 中央大通りの中心地として求められる機能の実現

③ 民間では実現が困難な機能の補完（行政としての役割の発揮）

④ 中央大通りトータルデザイン（ガイドライン）への対応



１ 前回までの振返り

１－５ 旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活用方針［方向性］
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１ 前回までの振返り

１－６ 今回（再生会議：第４回）の説明内容

１ 前回までの振返り

２ 民間投資喚起策について
（１）中央大通りの状況（間口率）

（２）アンケート調査

（３）施策事例

３ 旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活用について
（１）エリア－Ｂの間口率

（２）周辺施設の立地状況

（３）市民参加型ワークショップ

（４）方向性との対照
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２ 民間投資喚起策について
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２ 民間投資喚起策について

２－１ 中央大通りの状況（間口率）

【H26（2014）】 ※「佐賀市中央大通り再生計画」策定時点

【R3（2021）】

〔佐賀駅～唐人一丁目北〕 〔唐人一丁目北～中央橋〕 〔中央橋～郵便局前〕

〔佐賀駅～唐人一丁目北〕 〔唐人一丁目北～中央橋〕 〔中央橋～郵便局前〕

■間口の変化［H26 → R3］ 【間口率】道路に対する建物等（１階部分）の間口の長さの割合
⇒間口の状況から土地利用傾向（賑わい）を把握
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２ 民間投資喚起策について

２－１ 中央大通りの状況（間口率）

■間口率の推移［H26 → R3］

≪店舗・事務所等の内訳≫

H26
（2014）

H27
（2015）

H28
（2016）

H29
（2017）

H30
（2018）

≪全体≫
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２ 民間投資喚起策について

２－１ 中央大通りの状況（間口率）

≪店舗・事務所等の内訳≫

R1
（2019）

R2
（2020）

R3
（2021）

≪全体≫
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

✓店舗・事務所等の増［47.6％ → 50.4％］

✓遊休不動産の減［29.1％ → 26.5％］

☞遊休不動産（空き店舗等）を活用した店舗・事務所等の進出による。

☞内訳：小売店の減［19.9％ → 15.7％］

宿泊・飲食業の増［8.9％ → 10.5％］

■間口率の推移［H26 → R3］
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✓空き店舗等の減［44.7％ → 29.4％］

✓駐車場の増［50.5％ → 64.5％］

✓低未利用地は横ばい［4.8％ → 6.0％］

☞遊休不動産（全体）は減少するものの、駐車場の構成割合が増加

☞建物の解体（避難路指定等）と駐車場への転用が主要因と推察される。

■遊休不動産（内訳）の推移［H26 → R3］
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２ 民間投資喚起策について

２－１ 中央大通りの状況（間口率）

≪全体に占める割合≫ ≪構成割合≫
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２ 民間投資喚起策について

２－２ アンケート調査

■建物建築に係る支援策への意向

✓建築費用への助成・融資や固定資産税の減免のみならず、法規制の緩和や、

建築計画の策定費用への助成に対する活用意向が見られる。

☞計画段階から建築後まで含めた一気通貫の支援策が期待される。

☞中央大通り再生会議委員＋沿線駐車場所有者を対象

※［活用したい］：２点、［まあまあ活用したい］：１点、「あまり活用したくない」：－１点、
［活用したくない］：－２点として、各指標の加重平均値を算出
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２ 民間投資喚起策について

２－３ 施策事例

■【栃木県小山市】街なか土地共同化支援策

●土地の共同化について同じ意思を持った
３人以上の権利者等が土地の話し合いや
共同住宅を建設する際に、アドバイザー
派遣のほかコーディネーター費用の一部
を補助

［補助内容］

☞アドバイザーの無償派遣

☞コーディネーター費用を補助

制度概要
制度イメージ
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２ 民間投資喚起策について

２－３ 施策事例

■【京都市】誘導型まちづくりプランニング支援事業

●多様な主体によるまちづくりの持続的展
開を目指し、民間資金を活用した地域ま
ちづくりに資する良質な建築計画等の作
成を支援

［補助内容］

☞建築計画等の作成費用を補助

制度概要
制度イメージ（活用事例）
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２ 民間投資喚起策について

２－３ 施策事例

■【国】優良建築物等整備事業（優良再開発型：共同化タイプ）

●狭小な土地の地権者が敷地を共同化して
建築物を整備する事業を支援

［補助内容］

☞調査・共同施設整備等費用を補助

※整備面積が500㎡以上であること

※整備後建物が地上３階以上で耐火・準耐火建

築物であること

※共用通行部分が高齢者等の通行に支障がない

こと 等

制度概要
制度イメージ

狭小土地の
共同化

共同化した土地に
建物を建設
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２ 民間投資喚起策について

２－３ 施策事例

■【国】優良建築物等整備事業（都市再構築型：人口密度維持タイプ）

●まちの拠点となるエリアに拠点形成に
寄与する施設を整備する事業の支援

［補助内容］

☞調査・整備等費用を補助

（建物共同化、低未利用地の活用等を行った

場合、補助率の嵩上げが適用）

※整備面積が300㎡以上であること

※立地適正化計画における誘導施設に位置付け

られた建物を対象

制度概要
制度イメージ

解体により発生した
低未利用地に
建物を建設



24

２ 民間投資喚起策について

２－３ 施策事例

■【国】敷地整序型土地区画整理事業

●低未利用地が点在し、小さな敷地が多い
箇所に、公園などの公益施設を整備しな
がら土地を集約する事業を支援

［補助内容］

☞調査・整備等費用を補助

※立地適正化計画における都市機能誘導区域の

設定が必要

制度概要
制度イメージ

狭小道路の代替地として
広場（公共用地）を創出

狭小道路の廃道により
一体的な街区を創出

土地の集約による
まとまった土地の確保
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２ 民間投資喚起策について

２－３ 施策事例

■【熊本市】まちなか再生プロジェクト

●一定規模の賑わい機能を建築することを
要件として、解体から建築までの一連の
負担を軽減し、老朽建築物の建替えを促
進するための支援

［支援内容］

☞まちづくりへの協力に応じた容積率の割増

☞景観に配慮した建物建築に当たっての高さ

規制等の緩和

☞建物の新築等に対する財政支援

制度概要
制度イメージ
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２ 民間投資喚起策について

２－３ 施策事例

■【愛知県春日井市】子育て応援店舗整備事業補助金

●市内の子育て環境充実化を図るため、店
舗に子育て世代の利用に配慮した設備の
整備を行う事業者に対する支援

［支援内容］

☞子育て世代の利用に配慮した設備（※）の

整備費用を補助

※対象設備

・キッズコーナー、キッズスペース

・ベビーベッド、おむつ交換台

・授乳用イス、パーティション

・ベビーキープ、ベビーチェア 等

制度概要
制度イメージ
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２ 民間投資喚起策について

２－３ 施策事例

■【佐賀県】さがすたいるプラス補助金

●“さがすたいる”（子育て・妊娠中の方
等をはじめ、みんなが心地よく外出でき
る、人にやさしいまちのスタイル）を推
進するため、当事者に配慮した設備やサ
ポートの質の向上を図る事業者の支援

［支援内容］

☞当事者に配慮した設備やサポートの質の向上

に要する費用を補助

制度概要
制度イメージ



３ 旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活用について
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３ 旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活用について

［参考］旧ＴＯＪＩＮ茶屋の概要

・建築時期
昭和４８年１２月

・運営期間
平成１８年度～令和元年度

・構造・面積
［土地］１９７．５３㎡
［建物］鉄骨造３階建て

３１３．０２㎡（延床面積）

・施設概要
［１階］公共トイレ、レストスペース
［２階］フリースペース
［３階］ワークスペース

■施設概要

・中央大通りが「避難路」に指定されたことに

伴い、耐震診断が義務付け

・平成３０年度の耐震診断により耐震性能不足

と判定

・令和３年度中に解体予定
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３ 旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活用について

［参考］旧ＴＯＪＩＮ茶屋の概要

■施設の立地状況

旧ＴＯＪＩＮ茶屋

【中央大通り】
全長1,427ｍ

【佐賀駅から】
約550ｍ

エリア 距離

A 384.1ｍ

B 497.1ｍ

C 545.8ｍ
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３ 旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活用について

３－１ エリア－Ｂの間口率

■間口の変化［H26 → R3］

≪店舗・事務所等の内訳≫

H26
（2014）

H29
（2017）

R3
（2021）

≪全体≫
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

✓店舗・事務所等の減［56.2％ → 55.3％］

✓遊休不動産の増［26.4％ → 30.1％］

☞店舗閉店や駐車場への転用による遊休不動産の増加

✓小売業の減［29.5％ → 17.8％］ 宿泊・飲食業の増［10.6％ → 18.4％］

☞小売業から宿泊・飲食業へのシフト
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３ 旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活用について

職業・
教育支援施設

3施設

教養・

技能教授業
2施設

情報

サービス業
3施設

映像・音声・

文字情報制作業
1施設

製造業

2施設

不動産業 1施設

卸売業・小売業：29施設

宿泊業・飲食業：29施設

生活サービス業・娯楽業
：17施設

サービス業
（他の分類されないもの）

：12施設

金融業・保険業
：7施設

教育・学習支援業
：5施設

情報通信業
：4施設

学術研究・専門・技術サービス業
：4施設

製造業：2施設

不動産業・物品賃貸業：1施設

政治・経済・

文化団体
3施設

その他サービス業

9施設

☞小売業や飲食業が多数を占める中、飲食料品・日用品小売業は少ない状況にある。

３－２ 周辺施設の立地状況
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３ 旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活用について

３－３ 市民参加型ワークショップ

・名称 ： 旧TOJIN茶屋跡地の活用策を考える

アイデアワークショップ

・開催日 ： 令和３年７月３１日（土）

・会場 ： 佐賀商工ビル７階 大会議室

・参加者 ： ２５名

■ワークショップの概要
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３ 旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活用について

３－３ 市民参加型ワークショップ

■ワークショップにおける検討テーマ

将来、エリア－Ｂが

「唐人町のルーツが活きる 街なかリビングエリア」
という役割を発揮するために、

・旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地が、どのような雰囲気（人々の活動、

風景など）になることを期待しますか？

・そのためには、どのような機能があることを期待しますか？

・その時、あなた自身はどのように関わりたいと思いますか？
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３ 旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活用について

３－３ 市民参加型ワークショップ

 誰もが立ち寄り交流できる 佐賀の発信拠点

 子どもや若者の笑顔が見える開放的なスペース

 人と情報が集まり、つながる『まちのターミナル』

 地域の価値を上げる緑豊かなリビングスペース

■グループ発表（４グループ）

旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地に期待する機能
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３ 旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活用について

３－３ 市民参加型ワークショップ

■主な意見（キーワード）

活動・
チャレンジ

休憩
キレイで明るい公共トイレ ／ みんなのトイレ

親子で休憩できる ／ 芝生がある公園 ／ 周辺の休憩場所

野外でお弁当が食べられる ／ 親子でお茶、カフェ

気軽に立ち寄れる（バス待ち、イートインコーナー）

水に親しめる空間 ／ 水辺とつながる緑の広場空間

屋上開放 ／ 屋上ガーデン など

街かど広場と連動できるイベントスペース ／ 学生の交流の場

世代間交流の場（教え合い・学び合い） ／ こども食堂

若者が集う定期的なイベント ／ 中学生から大人までの学習室

ワークショップ ／ マルシェ ／ 室内スポーツができる場所

雨の日も体を動かして遊べる場所 ／ 学生向けレンタルスペース

コワーキングスペース ／ シェアスペース など
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３ 旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活用について

３－３ 市民参加型ワークショップ

■主な意見（キーワード）

子育て
支援

その他
（情報発信など）

佐賀の良さを案内できる ／ 最先端技術 ／ 街なかＩＴ相談室

情報の集まる場 ／ とりあえず行こうと思える場所

駐輪場 ／ 周辺エリアを歩きながらつなぐ場 ／ コンビニ

シンボルツリー ／ 大型スクリーン（白い壁） など

ベビーカーを引いたママたちが集う ／ 授乳室・おむつ交換台

こども図書館（こどもの声OK） ／ 小さな図書館

子育て世代向け教室 ／ 気持ちよく学習できる ／ 宿題カフェ

こどもが安心して過ごせる場所 など
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３ 旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活用について

３－４ 方向性との対照

方向性

機能

方向性－①
土地利用方針｜エリア－Ｂ
の実現（モデル事業）

方向性－②
中央大通りの中心地として
求められる機能の実現

方向性－➂
民間では実現が困難な機能
の補完（行政としての役割の発揮）

活動・
チャレンジ

○
レンタルスペース、

コワーキングスペース
自習室・学習室 等

－ ○

休憩 ○
休憩室、トイレ、広場 等

○
休憩室、トイレ、広場 等

○

子育て支援
○

授乳室・おむつ交換台、
ミニ図書館、ミニ運動室 等

－ ○

商機能 ○ －
△

※飲食料品、日用品小売業が
少ない状況への対応

その他
（情報発信など）

－
○

案内所、駐輪場、
シンボルツリー、大型スクリーン 等

○

※方向性－④（中央大通りトータルデザインへの対応）は建物の整備基準のため、本表からは除外している。
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３ 旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活用について

［参考］機能のイメージ

■レンタルスペース［50～100㎡］

※床面積は参考値

■コワーキングスペース［30～100㎡］

■自習室・学習室［50～100㎡］ ■休憩室［100～150㎡］

■トイレ［40～80㎡］ ■広場［300～500㎡］
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３ 旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活用について

［参考］機能のイメージ ※床面積は参考値

■ミニ図書館［100～200㎡］■授乳室・おむつ交換台［20～50㎡］

■商機能（小売店舗等）［100～200㎡］■ミニ運動室［50～100㎡］
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３ 旧ＴＯＪＩＮ茶屋跡地の活用について

［参考］機能のイメージ

◆期待される機能の所要面積（想定）について

例えば･･･

活動・

チャレンジ

・レンタルスペース：100㎡

・コワーキングスペース：100㎡

・自習室・学習室：100㎡

休憩

・トイレ：60㎡（１フロア当たり）

・休憩室：150㎡

・広場：500㎡

子育て支援

・授乳室・おむつ交換台：50㎡

・ミニ図書館：100㎡

・ミニ運動室：100㎡

商機能 ・小売店舗等：200㎡

【合計】建物：約1,000㎡（床面積）＋広場：約500㎡（敷地面積）


